
導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

① 美瑛町の人口構造及び産業構造 

 美瑛町の人口は、昭和 35 年の 21,743 人をピークに減少を続け、最近 10 年

でも約１割の人口が減少している（H27.1 末：10,580 人→R7.1 末：9,271 人（△

12.3%） 住民基本台帳）。人口の減少とともに高齢化と生産年齢人口の減少が

進行しており、この 10 年の間に高齢化率は 35.54%から 46.35%に上昇する一

方、生産年齢人口率は 53.65％から 44.63％に減少した。美瑛町全体では今後

も高齢化が続き、全ての世代が減少していく局面を迎えている。 

 産業構造を土地利用形態からみると、美瑛町は北海道のほぼ中央に位置し、

なだらかな波状丘陵が特徴的で、町の総面積約 67,678ha のうち、山林が約 70％

を占めているが、小麦、甜菜、豆類、馬鈴薯などの畑作を中心とした約 20％の

農地が広がる農村地帯である。 

 次に従事者数でみると、上記の土地利用形態に関わらず第３次産業（サービ

ス業その他）が最も高く 60.60%となり、次いで第１次産業（農林漁業）が 

30.01%、第３位が第２次産業（建設業、製造業）9.39%となっている（令和 2年

国勢調査）。 

 

 【表】美瑛町の産業構造         
 

従事者数 割合 

第 1次産業 1,468 30.01% 

第 2次産業 459 9.39% 

第 3次産業 2,964 60.60% 

 

 

 

 

 

② 就業者の高齢化 
 令和 2 年度の国勢調査において、美瑛町の就業者平均年齢は 51.20 歳と全国

平均の 48.01 歳を上回っており、就業者の高齢化が進んでいる。さらに、経営

に関わる者の高齢化も進んでおり、管理的職業従事者数の平均年齢は 61.42 歳

となっている。今後、数年内に多くの経営者が引退年齢を迎えることが見込ま

れるため、後継者問題や人手不足等に対応した事業基盤を構築する取組みを支

援していくことが急務となっている。 

 

 

産業構造（従事者別）

第１次産業
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第３次産業
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  ③ 美瑛町の中小企業の実態等 
 美瑛町においては基幹産業である農業を中心に、これに付随する農畜産物の

加工製造業の他、農業の営みから生まれる農業景観を目的に訪れる観光客を主

とした観光産業（宿泊業・飲食業）が地域経済をけん引しており、その影響は

町内に限らず近隣市町村にも及んでいる。 

 一方で、人口減少と高齢化の影響が町内の中小企業・事業所に広く及んでお

り、後継者不足や販売業績が低迷しているなど、今後、地域の中小企業が一気

に衰退していく状況が危惧され、新たな人材育成と地域資源を活用した取り組

みを進めていく必要がある。 

（２）目標 

美瑛町では、町内の中小企業に対し、生産年齢人口の減少や高齢化が進んでも

労働生産性を維持するために早急に先端設備等の導入を進めるよう促していく

必要がある。  

労働生産性の向上のためには、税制の優遇措置により事業者の設備投資に対す

る意欲を喚起し、かつ、支援していくことが必要であることから、中小企業等経

営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中小企業者

の先端設備等の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指す。 

これを実現するための目標として、計画期間中に６件程度の先端設備等導入計

画の認定を目標とする。 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とす

る。 

 

２ 先端設備等の種類 

美瑛町の産業構造においては、ひとつの産業に偏在しているとは言い難く、幅広

い設備において生産性の向上を図る必要があるため、本計画において対象とする設

備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 
３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   美瑛町内の中小企業が設備投資を行いやすい環境を整備することで、労働生産

性の最大限の向上を目指すことから、本計画において対象とする地域は、美瑛町

内全域とする。 

（２）対象業種・事業 

美瑛町内の中小企業は、業種を問わず労働生産性の向上が伸び悩んでおり、各

産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要があることから、本計画において

対象とする業種は、全業種とする。 
 生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT 導入に



よる業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携

等、多様であるため、本計画において対象とする事業は、労働生産性が年率３％

以上に資すると見込まれる事業全てとする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 令和７年４月１日～令和９年３月３１日までの２年間とする。 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）雇用への配慮 

 人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配慮す

るものとする。 
（２）健全な地域経済の発展への配慮 

 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する

ものとする。 
 


